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１．令和 4年度 大崎上島町財務 4表について 

① 財務 4表の公表について 

 

平成 26年 5月に総務省から「今後の地方公会計の整備促進について」（総務大臣

通知）が公表されました。資産・債務管理などの内部管理強化と外部への分かりやす

い財務情報の開示が不可欠であるとし、国は地方に、複式簿記・発生主義会計の導

入と、一般会計等と各種の特別会計及び関係する団体（一部事務組合・広域連合、

地方三公社、第三セクター等）を連結した上で財務書類の整備をするよう要請しまし

た。 

従来の地方公共団体の会計制度は、1年間の現金の出入りを把握することに重点

を置いた単式簿記・現金主義会計を採用していますが、複式簿記・発生主義会計に

基づく財務書類を作成することで、現金取引（歳入・歳出）のみならず、すべてのフロ

ー情報（期中の収益・費用及び純資産の内部構成の変動）及びストック情報（資産・負

債・純資産の期末残高）を網羅的に把握し、補完します。 

 本書は、令和 4年度決算に基づく一般会計等、全体会計ベースの財務 4表の数値

を用いて本町の財務状況を分析したものです。 

 

② 作成モデル 

「総務省方式改訂モデル」から統一的な基準への変更点及び効果は以下の通りで

す。 

 

 

 

  

平成２７年度決算以前

「総務省方式改訂モデル」

平成２８年度決算以降

（統一的な基準）
導入による効果

決算統計をベースとした簡便的仕訳
執行データに基づく仕訳

（複式簿記・発生主義会計の導入）

事業別・施設別行政コスト計算書

の作成が可能

固定資産台帳の整備は任意 固定資産台帳の整備が必須
公共施設等のマネジメントに活用

可能

「総務省方式改訂モデル」以外にも

複数の作成基準が混在
作成基準を統一 団体間の比較が可能
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③ 財務 4表の作成範囲及び作成基準について 

○財務書類の作成範囲 

 

令和 4年度における財務書類は、「一般会計等」と公営事業会計などの特別会計

や公営企業会計を合わせた「全体会計」、本町が関係する関連団体を含めた「連結会

計」の 3つの区分で作成します。 

 

  

・広島県市町総合事務組合

・広島中央環境衛生組合

・広島県後期高齢者医療広域連合

・大崎上島町社会福祉協議会

連結会計

・国民健康保険事業特別会計

・介護保険事業特別会計

・公共下水道事業特別会計

・農業集落排水事業特別会計

・漁業集落排水事業特別会計

・交通事業特別会計

・後期高齢者医療保険事業特別会計

・水道事業

全体会計

・一般会計

・港湾管理特別会計

・漁港管理特別会計

・干拓地管理特別会計

一般会計等
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※地方公営事業会計及び地方公営企業会計は、すべて全部連結の対象としていま

す。 

※一部事務組合・広域連合は各構成団体の経費負担割合等に基づき比例連結の対

象としています。 

※第三セクター等は、出資割合等が 50 ％を超える団体（出資割合等が 50 ％以下

であっても業務運営に実質的に主導的な立場を確保している団体を含みます。）は、

全部連結の対象としています。また、いずれの地方公共団体にとっても全部連結の対

象とならない第三セクター等については、出資割合等や活動実績等に応じて、比例連

結の対象としています。ただし、出資割合が 25 ％未満であって、損失補償を付して

いる等の重要性がない場合は、比例連結の対象としていない場合があります。 

 

 ○作成基準 

  作成基準日については令和 5年 3月 31日です。 

  出納整理期間（令和 5 年 4 月 1 日から令和 5 年 5 月 31 日まで）の入出金につい

ては作成基準日までに終了したものとして処理をしています。  
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④ 財務 4表の相互関係 

 

 

 

抜粋：総務省「統一的な基準による地方公会計マニュアル」 

財務書類作成にあたっての基礎知識 P.11 

 

財務 4 表の相互関係について 

 行政コスト計算書では、経常的な行政サービスを提供することで発生するコスト（経

常費用）から受益者負担（経常収益）と臨時損益を控除し、税金や交付税等で賄われ

るべき純行政コストが算出されます。 

この純行政コストは一年間の純資産項目の変動状況を示す純資産変動計算書の一

項目とされ、純資産変動計算書により算出された期末純資産残高は、貸借対照表の

純資産合計と一致します。 

 また、資金収支計算書では一年間の資金の収入から支出を控除し、期首の資金残

高に加えて、年度末の資金残高を算出し、その期末資金残高に歳計外現金の期末残

高を合算した金額が、貸借対照表に記載された現金預金と一致します。 
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２．財務 4表について 

①貸借対照表 

○貸借対照表（BS：Balance Sheet）とは 

 貸借対照表とは年度末時点で本町が所有する「資産」・「負債」・「純資産」の残高を

示し、本町の財政状態を示すものです。 

 

資産の部・・・資金や金融資産と将来の世代に引き継ぐ社会資本の金額を示すもの

です。また資本の運用形態を表すものとなります。 

 

負債の部・・・将来世代が負担しなければならない金額を示しています。 

 

純資産の部・・・これまでの世代が負担した金額を示しています。また負債の部と純

資産の部の合計は資本の調達源泉を表すものとなります。 

 

 本町においては令和4年度時点で資産額が約322億円、負債額が約117億円あり、

資産のうち約 36.3％が将来世代への負担で形成されています。純資産額は約 205 億

円あり、資産のうち約 63.7％が現役世代の負担で形成されています。 

 

 

 

 

  

  

負債の部

純資産の部

資産の部

貸借対照表

調達源泉運用形態
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○令和 4年度貸借対照表（一般会計等） 

 

自治体名：大崎上島町

会計：一般会計等 （単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 28,320,854   固定負債 10,290,830

    有形固定資産 24,709,852     地方債 9,643,569

      事業用資産 9,998,425     長期未払金 -

        土地 2,786,284     退職手当引当金 644,995

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 16,550,999     その他 2,266

        建物減価償却累計額 -10,336,673   流動負債 1,364,260

        工作物 1,840,064     １年内償還予定地方債 1,167,544

        工作物減価償却累計額 -890,792     未払金 -

        船舶 122,787     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -122,787     前受金 -

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 53,951

        航空機 -     預り金 141,737

        航空機減価償却累計額 -     その他 1,028

        その他 - 負債合計 11,655,090

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 48,543   固定資産等形成分 31,575,090

      インフラ資産 14,555,163   余剰分（不足分） -11,075,421

        土地 196,720

        建物 68,577

        建物減価償却累計額 -55,684

        工作物 42,041,075

        工作物減価償却累計額 -27,785,961

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 90,436

      物品 600,936

      物品減価償却累計額 -444,672

    無形固定資産 8,026

      ソフトウェア 8,026

      その他 -

    投資その他の資産 3,602,976

      投資及び出資金 28,603

        有価証券 3,500

        出資金 25,103

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 68,738

      長期貸付金 149,360

      基金 3,358,705

        減債基金 -

        その他 3,358,705

      その他 -

      徴収不能引当金 -2,430

  流動資産 3,833,905

    現金預金 557,770

    未収金 7,563

    短期貸付金 27,315

    基金 3,226,922

      財政調整基金 2,363,551

      減債基金 863,371

    棚卸資産 15,070

    その他 -

    徴収不能引当金 -735 純資産合計 20,499,669

資産合計 32,154,759 負債及び純資産合計 32,154,759

貸借対照表
（令和5年3月31日現在）
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②行政コスト計算書 

○行政コスト計算書（PL：Profit and Loss statement）とは 

 行政コスト計算書とは 1 年間の行政活動で、福祉サービスや職員の人件費にかかる

経費など資産形成に繋がらない行政サービスに費やしたコストと公民館等の使用料や

手数料等の収益を示すものです。「経常費用」・「経常収益」・「臨時損失」・「臨時利益」

の区分で表示されます。 

 

 「経常費用」・「経常収益」は、毎会計年度経常的に発生する費用及び収益を表しま

す。「経常費用」・「経常収益」の差額が「純経常行政コスト」として表示されます。 

 

「臨時損失」・「臨時利益」は、費用・収益の定義に該当するもののうち、臨時的に発

生する収益・費用を表します。資産の除売却損益や災害復旧事業費などが該当しま

す。上記、「純経常行政コスト」に「臨時損失」・「臨時利益」を加減算したものが「純行

政コスト」として表示されます。 

 

 本町においては令和 4 年度の純経常行政コストが約 68 億円あり、自治体を一年間

運営する経常的なコストが約 68億円かかることを表しています。災害復旧事業費や資

産の除売却などの臨時的な経費を含んだ臨時損失額が約 8 百万円、資産の売却益

などの臨時的な収益を含んだ臨時利益額が約 0.3 百万円あり、一年間の純粋なコスト

である純行政コストが約 68億円となっています。 

 

 
 

 

経常収益

純経常行政コスト

臨時損益

臨時利益

経常費用

臨時損失

行政コスト計算書

純行政コスト
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○令和 4年度行政コスト計算書（一般会計等）

 

自治体名：大崎上島町

会計：一般会計等 （単位：千円）

    その他 -

純行政コスト 6,770,146

    その他 -

  臨時利益 338

    資産売却益 338

    資産除売却損 4,300

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 6,762,504

  臨時損失 7,981

    災害復旧事業費 3,680

  経常収益 233,230

    使用料及び手数料 130,316

    その他 102,914

      社会保障給付 581,937

      他会計への繰出金 586,322

      その他 537

        その他 63,307

    移転費用 2,841,360

      補助金等 1,672,564

      その他の業務費用 84,265

        支払利息 19,132

        徴収不能引当金繰入額 1,826

        維持補修費 452,067

        減価償却費 1,334,222

        その他 -

        その他 178,312

      物件費等 3,146,826

        物件費 1,360,537

        職員給与費 630,298

        賞与等引当金繰入額 53,951

        退職手当引当金繰入額 60,721

  経常費用 6,995,733

    業務費用 4,154,373

      人件費 923,282

行政コスト計算書
自　令和4年4月1日
至　令和5年3月31日

科目 金額
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③純資産変動計算書 

 

○純資産変動計算書（NW：Net Worth statement）とは 

 貸借対照表のうち「純資産」の部に計上されている数値が 1 年間でどのように変動

（増減）したかを示すものです。「本年度差額」と「固定資産等の変動（内部変動）」、

「その他」の区分で表示されます。 

 

「本年度差額」は「純行政コスト」と「財源」により構成されます。「純行政コスト」は前

述の行政コスト計算書の数値と一致します。「財源」は地方税、地方交付税等の「税収

等」と国や県からの補助金である「国県等補助金」で構成されます。 

 

「固定資産等の変動（内部変動）」は、「有形固定資産等の増加」、「有形固定資産

等の減少」、「貸付金・基金等の増加」及び「貸付金・基金等の減少」に分類され、その

内訳については、固定資産形成分と余剰分（不足分）について正負が原則逆になりま

す。 

「その他」は「資産評価差額」、「無償所管換等」などに分類されます。 

 

「有形固定資産等の増加」・・・有形固定資産及び無形固定資産の形成のために支

出した金額を表示します。 

 

「有形固定資産等の減少」・・・有形固定資産及び無形固定資産の減価償却費相当

額及び除売却による減少額を表示します。 

 

「貸付金・基金等の増加」・・・新たな貸付金・基金等のために支出した金額を表示し

ます。 

 

「貸付金・基金等の減少」・・・貸付金の償還及び基金の取崩等による減少額を表示

します。 

 

「資産評価差額」・・・その他有価証券や固定資産の評価差額金又は再評価額を表

示します。 

 

「無償所管換等」・・・固定資産の寄附入、寄附出、調査判明等の増減額を表示しま

す。 
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本町においては純行政コストから財源を差引いた数字である令和 4年度の本年度

差額が約△4.3億円であり、税収等や国県等補助金の財源で一年間のコストが賄いき

れなかったことを表しています。また固定資産などの資産評価差額を加えた本年度純

資産変動額が約△4.4億円あり、純資産額が前年度に比べ減少していることを表して

います。 

 

 

○令和 4年度純資産変動計算書（一般会計等） 

 

 

 

  

自治体名：大崎上島町

会計：一般会計等 （単位：千円）

固定資産
等形成分

余剰分
(不足分)

前年度末純資産残高 20,936,622 31,981,982 -11,045,360

  純行政コスト（△） -6,770,146 -6,770,146

  財源 6,342,077 6,342,077

    税収等 4,987,389 4,987,389

    国県等補助金 1,354,688 1,354,688

  本年度差額 -428,069 -428,069

  固定資産等の変動（内部変動） -397,253 397,253

    有形固定資産等の増加 729,007 -729,007

    有形固定資産等の減少 -1,338,524 1,338,524

    貸付金・基金等の増加 403,358 -403,358

    貸付金・基金等の減少 -191,094 191,094

  資産評価差額 -905 -905

  無償所管換等 -8,734 -8,734

  その他 755 - 755

  本年度純資産変動額 -436,952 -406,892 -30,061

本年度末純資産残高 20,499,669 31,575,090 -11,075,421

純資産変動計算書
自　令和4年4月1日
至　令和5年3月31日

科目 合計
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④資金収支計算書 

 

○資金収支計算書（CF：Cash Flow statement）とは 

 資金収支計算書とは 1 年間の資金の流れを示すもので、性質に区分して、収入と支

出を示し、どのような活動に資金が使われたかを示します。「業務活動収支」、「投資活

動収支」、「財務活動収支」の３区分で表示されます。 

 

「業務活動収支」・・・税収や補助金収入、使用料、手数料などの収入、人件費や需

用費、補助金、扶助費などの支出で投資活動・財務活動以外

の現金の収入及び支出を表します。 

 

「投資活動収支」・・・固定資産の取得、基金の積み立てによる支出や固定資産の

売却、基金の取崩による収入の投資的な活動における現金の

収入及び支出を表します。 

 

「財務活動収支」・・・地方債の借り入れによる収入や地方債の償還による支出等の

資金の調達及び返済による財務的な活動における現金の収

入及び支出を表します。 

 

本町においては、令和 4 年度の業務活動収支が約 7 億円、投資活動収支が約△

6.6 億円あり、業務活動収支が投資活動収支の不足額を賄いきれたことを表していま

す。また財務活動収支は約 0.8億円であり、地方債等の額が増加していることを表して

います。 

 

資金収支計算書

業務活動収支

投資活動収支

財務活動収支
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○令和 4年度資金収支計算書（一般会計等）

 

自治体名：大崎上島町

会計：一般会計等 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 135,036

本年度歳計外現金増減額 6,702

本年度末歳計外現金残高 141,737

本年度末現金預金残高 557,770

    その他の収入 -

財務活動収支 77,473

本年度資金収支額 117,442

前年度末資金残高 298,590

本年度末資金残高 416,032

  財務活動支出 1,165,758

    地方債償還支出 1,164,751

    その他の支出 1,007

  財務活動収入 1,243,231

    地方債発行収入 1,243,231

    貸付金元金回収収入 52,446

    資産売却収入 340

    その他の収入 1,725

投資活動収支 -664,197

【財務活動収支】

    貸付金支出 34,330

    その他の支出 -

  投資活動収入 458,067

    国県等補助金収入 271,365

    基金取崩収入 132,191

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,122,264

    公共施設等整備費支出 723,971

    基金積立金支出 363,963

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 3,680

    災害復旧事業費支出 3,680

    その他の支出 -

  臨時収入 2,376

業務活動収支 704,166

  業務収入 6,294,848

    税収等収入 4,981,262

    国県等補助金収入 1,080,947

    使用料及び手数料収入 130,097

    その他の収入 102,542

    移転費用支出 2,841,360

      補助金等支出 1,672,564

      社会保障給付支出 581,937

      他会計への繰出支出 586,322

      その他の支出 537

    業務費用支出 2,748,017

      人件費支出 855,978

      物件費等支出 1,812,604

      支払利息支出 19,132

      その他の支出 60,303

資金収支計算書
自　令和4年4月1日
至　令和5年3月31日

科目 金額

【業務活動収支】

  業務支出 5,589,378
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３．財務分析について 

統一的な基準による地方公会計の情報を用いて、従来の決算統計や地方公共団

体の財政の健全化に関する法律に基づく健全化判断比率など、既存の指標に加え、

地方公共団体が保有する資産・負債等に関する新たな指標を算出することにより、財

政状況を多角的に分析することが可能となります。 

 

 

分析の視点 住民等のニーズ 指標 

資産の状況 将来世代に残る資産はどのくらいあるか 

・住民一人当たり資産額 

・歳入額対資産比率 

・有形固定資産減価償却率 

資産と負債 

の比率 
将来世代と現世代との負担の分担は適切か 

・純資産比率 

・将来世代負担比率 

行政コスト 

の状況 
行政サービスは効率的に提供されているか ・住民一人当たり行政コスト 

負債の状況 
財政に持続可能性があるか 

（どのくらい借金があるか） 

・住民一人当たり負債額 

・基礎的財政収支 

受益者負担 

の状況 

歳入はどのくらい税金等で賄えているか 

（受益者負担の水準はどうなっているか） 
・受益者負担比率 
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①資産の状況 「将来世代に残る資産はどのくらいあるか」 

1.住民一人当たり資産額 

【資産合計÷住民基本台帳人口】  

 

 

 

 

 

 

町が保有する資産額を住民人口で除して、一人当たりの金額の算出をしたもので

す。 

本町においては令和 3年度時点で 4,535千円となっており、同年度の類似団体（町

村Ⅱー１）と比べ 970千円多くなっています。令和 4年度では、前年度と比べて 44千

円大きくなっています。 

住民一人当たり資産額は金額が大きい方が住民へのサービスは充実していると言

えますが、施設の維持管理コストは多くかかるため、財政状態を圧迫する要因となり得

ることに注意が必要です。 

 

  

類似団体比較

(令和3年度)

令和2年度 令和3年度 令和4年度 町村Ⅱ－1

資産合計(千円) 32,752,534 32,435,954 32,154,759

人口(人) 7,332 7,153 7,022

当該値 4,467                          4,535                          4,579                          3,565                          

大崎上島町
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2.歳入額対資産比率 

【資産合計÷歳入総額】 

 

 

 

本年度の歳入総額に対する資産の比率を示したものです。これまで取得した資産

が、歳入の何年度分に相当するかを表したものです。 

本町は令和 3年度時点で 4.0年となっており、同年度の類似団体（町村Ⅱー１）と比

べると 0.6年高くなっています。また令和 4年度では、前年度と比較してほぼ横ばいの

数値を示しています。 

この指標が高くなると資産の維持管理コストが必要になることを表しており、施設の

集約化･複合化に努め、資産額の適正化を図る必要があります。 

  

類似団体比較

(令和3年度)

令和2年度 令和3年度 令和4年度 町村Ⅱ－1

資産合計(千円) 32,752,534 32,435,954 32,154,759

歳入総額(千円) 8,376,958 8,089,438 8,300,912

当該値 3.9                              4.0                              3.9                              3.4                              

大崎上島町
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3.有形固定資産減価償却率 

【減価償却累計額÷(有形固定資産合計-土地等の非償却資産＋減価償却累計額)】 

※土地等の非償却資産・・・貸借対照表の事業用資産の土地、立木竹、建設仮勘定、インフラ資産の土地、

建設仮勘定及び物品の合計 

※財政状況資料集(ストック情報調査)の算定式を踏襲。 

 

 

 

土地や建設仮勘定等の非償却資産以外の有形固定資産を一定の耐用年数によっ

て減価償却を実施した場合、年度末における資産がどれだけ老朽化したかを表す指

標です。100％に近いほど老朽化が進んでいることを表します。 

本町においては令和 3年度時点で 63.3％となっており、同年度の類似団体（町村

Ⅱー１）と比べ、3.5％高くなっています。令和 4 年度では前年度と比較して 1.3％高く

なっており、資産の老朽化が進んでいることが分かります。 

他団体と比較して老朽化を示す割合は高いので、施設の老朽化は進んでおり「公

共施設等総合管理計画」や「個別施設計画」に基づき、老朽化した施設について、点

検・診断や計画的な予防保全による長寿命化を進めていくなど、対策の必要性が求

められます。 

  

類似団体比較

(令和3年度)

令和2年度 令和3年度 令和4年度 町村Ⅱ－1

減価償却累計額(千円) 36,693,735 37,919,396 39,191,897

有形固定資産(千円)　※1 59,558,030 59,938,677 60,623,502

当該値 61.6 63.3 64.6 59.8                            

大崎上島町
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・科目別有形固定資産減価償却率 

 

 

固定資産台帳記載の勘定科目（補助科目）別に有形固定資産減価償却率を算出

したとき、公園の公共建物、防火水槽や公園の公共工作物といったインフラ資産につ

いて老朽化が進んでいることが読み取れます。老朽化が進んでいる資産については、

資産ごとに調査・点検を行い「維持補修・取替・撤去」の判断をすることで、子どもから

大人まで多くの人々が使う「安全安心」の公共物を整備していくことが必要です。 

  

単位（千円）

区分 補助科目 取得価額 減価償却累計額 有形固定資産減価償却率

事業用資産 建物 16,550,999  10,336,673     62.45%

事業用資産 工作物 1,840,064    890,792        48.41%

事業用資産 船舶 122,787      122,787        100.00%

インフラ資産 公園（公共建物） 68,577        55,684          81.20%

インフラ資産 橋梁（公共工作物） 3,076,119    2,192,033      71.26%

インフラ資産 道路（公共工作物） 21,350,006  15,797,440     73.99%

インフラ資産 公園（公共工作物） 559,365      415,297        74.24%

インフラ資産 下水道（公共工作物） 90,482        4,351            4.81%

インフラ資産 防火水槽（公共工作物） 903,709      757,983        83.87%

インフラ資産 トンネル（公共工作物） 977,000      648,056        66.33%

インフラ資産 農道（公共工作物） 10,467,102  5,254,200      50.20%

インフラ資産 林道（公共工作物） 3,443,687    1,900,922      55.20%

インフラ資産 その他（公共工作物） 1,173,604    815,679        69.50%

60,623,501  39,191,897     64.65%合計
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②資産と負債の比率 「将来世代と現世代との負担の分担は適切か」 

  1.純資産比率 

【純資産合計÷資産合計】 

 

 

 

町が所有する資産のうち、現世代の住民で負担している割合を示すものとなりま

す。 

本町においては令和 3年度時点で 64.5％となっており、同年度の類似団体（町村

Ⅱー１）と比べ 1.4％低くなっています。令和 4年度は前年に比べ 0.7％低くなっていま

す。 

資産の老朽化が進めばさらに比率が低下していくことになりますので、今後さらに世

代間のバランスを見ながら資産の更新や形成を行っていく必要があるといえます。 

  

類似団体比較

(令和3年度)

令和2年度 令和3年度 令和4年度 町村Ⅱ－1

純資産(千円) 21,419,700 20,936,622 20,499,669

資産合計(千円) 32,752,534 32,435,954 32,154,759

当該値 65.4 64.5 63.8 65.9                            

大崎上島町
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2.将来世代負担比率 

【地方債合計÷有形・無形固定資産合計】 

 

 

 

町が保有する社会資本等の財源のうち、将来償還が必要な負債が占める割合を 

算出することにより、社会資本等形成に係る将来世代の負担の比率を把握することが

できます。純資産比率は貸借対照表における全ての資産と純資産の割合であるのに

対して、この指標は有形固定資産と地方債に着目して算出しています。 

本町においては令和 3年度の世代間負担比率は 33.0％であり、同年度の類似団

体（町村Ⅱー１）と比較すると 2.5％高い水準となっています。これは有形固定資産の

取得を現役世代が担っている割合が低く、将来世代への負担が多いことを示していま

す。令和 4年度では前年度と比較して 1.7％高くなっています。 

新規に発行する地方債の抑制を行うとともに、施設の修繕や更新の際には、自己財

源を使用することで将来世代の負担増加を抑える必要があります。 

  

類似団体比較

(令和3年度)

令和2年度 令和3年度 令和4年度 町村Ⅱ－1

地方債残高(千円)　※1 7,992,614 8,364,625 8,588,729

有形・無形固定資産合計(千円) 26,088,999 25,336,129 24,717,878

当該値 30.6 33.0 34.7 30.5                            

※1　特例地方債の残高を控除した後の額

大崎上島町
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 ③行政コストの状況 「行政サービスは効率的に提供されているか」 

   1.住民一人当たり行政コスト 

【純行政コスト/住民基本台帳人口】 

 

 

 

 

 

 

行政コストが住民一人当たりいくらかかっているかを示す指標です。 

本町においては令和 3年度時点で 944千円となっており、同年度の類似団体（町

村Ⅱー１）と比較すると 206千円高くなっています。令和 4年度では、前年度と比較

して 20千円高くなっています。 

今後は人口減少に伴って行政コストを抑える必要があるため、事務事業の評価を

行い、効果的かつ効率的な運用を行っていくことが求められます。 

  

類似団体比較

(令和3年度)

令和2年度 令和3年度 令和4年度 町村Ⅱ－1

純行政コスト(千円) 7,305,015 6,754,203 6,770,146

人口(人) 7,332 7,153 7,022

当該値 996                             944                             964                             738                             

大崎上島町
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④負債の状況「財政に持続可能性があるか」 

  1.住民一人当たり負債額 

【負債合計÷住民基本台帳人口】 

 

 
 

 

負債が住民一人当たりいくらあるのかを示し、住民一人当たりの資産額などと対

比し、財政の健全性を検討する指標です。この指標も規模の利益が働き、人口が少

ない地域ほど、少数の人々で負担する為、一人当たりの額が大きくなる傾向にありま

す。 

本町においては令和 3年度時点で 1,608千円となっており、同年度の類似団体

（町村Ⅱー１）と比べ 440千円多くなっています。令和 4年度では、前年度と比べ 52

千円多くなっています。 

大幅な人口増加が困難な状況の現在、住みよいまちづくりを目標に若者の流出

防止策を推進し、人口の減少を防ぐこと、将来世代に過大な負担を残さないよう、地

方債残高を圧縮し、負債額を抑えるといった対策を行う必要があります。 

  

　
類似団体比較

(令和3年度)

令和2年度 令和3年度 令和4年度 町村Ⅱ－1

負債合計(千円) 11,332,834 11,499,332 11,655,090

人口(人) 7,332 7,153 7,022

当該値 1,546                          1,608                          1,660                          1,168                          

大崎上島町
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2.基礎的財政収支 

【業務活動収支（支払利息支出を除く）＋投資活動収支（基金を除く）】 

 

 

 
 

業務活動収支（支払利息支出を除く）と投資活動収支（基金積立金支出及び基金

取崩収入を除く）の合計額で計算されます。 

本町においては令和 3年度時点で 288,973千円となっており、類似団体（町村Ⅱー

１）と比較して高い数字となっています。令和 4年度は、前年度に比べ 1,899千円高く

なっています。 

将来の資産更新に備えて、集中的に投資すべき事業とそうでない事業を取捨選択

していくことが重要です。 

  

　
類似団体比較

(令和3年度)

令和2年度 令和3年度 令和4年度 町村Ⅱ－1

業務活動収支(千円)　※1 368,044 594,719 723,297

投資活動収支(千円)　※2 -409,552 -305,745 -432,426

当該値 -41,507 288,973 290,872 252,182

※1　支払利息支出を除く。　※2　基金積立金支出及び基金取崩収入を除く。

大崎上島町
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⑤受益者負担の状況 「受益者負担の水準はどうなっているか」 

 1.受益者負担比率 

【経常収益÷経常費用】 

 

 
 

 

町の経常費用のうち、サービスの受益者が直接的に負担するコストの比率です。 

本町においては令和 3年度時点で 3.6％となっており、同年度の類似団体（町村Ⅱ

ー１）と比較し 0.5％低くなっています。令和 4年度においては、前年度と比較して

0.3％減少しています。 

引き続き公共施設等の使用料の見直しを行うとともに、利用回数を上げるための取

り組みを行うなどにより受益者負担の適正化に努めることが大切です。また、個別施設

計画の不断の見直しや施設別行政コストを算出することで、老朽化した施設の集約

化・複合化や長寿命化の検討を行い、長期的な目線で経常費用の削減に努める必要

があります。 

  

　
類似団体比較

(令和3年度)

令和2年度 令和3年度 令和4年度 町村Ⅱ－1

経常収益(千円) 252,552 252,691 233,230

経常費用(千円) 7,479,511 6,996,035 6,995,733

当該値 3.4 3.6 3.3 4.1                              

大崎上島町
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4.連結範囲ごとにおける財務四表について 

①資産・負債の状況 

 

 
 

 

一般会計等において、前年と比較し資産総額は 281,195千円減少しております。主

な原因として、減価償却により建物などの有形固定資産の価値が減少したことが考え

られます。負債は 155,758千円増加していますが、この主な原因は一般会計の地方債

の発行やリース資産の取得によるものです。 

全体会計において、前年と比較し資産総額は 389,235千円減少しています。また、

負債については 25,123 千円増加しています。 

連結会計において、前年と比較し資産総額は 108,578千円減少しています。また、

負債についても 318,747千円増加しています。 

  

（単位：千円）

令和2年度 令和3年度 令和4年度

資産 32,752,534 32,435,954 32,154,759

負債 11,332,834 11,499,332 11,655,090

資産 43,346,575 42,957,231 42,567,996

負債 16,216,672 16,319,017 16,344,140

資産 50,120,988 49,237,259 49,128,681

負債 19,742,507 19,737,748 20,056,495

一般会計等

全体

連結

大崎上島町
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②行政コストの状況 

 

 

 

 

一般会計等において、前年と比較し純経常行政コストは 19,160千円増加し、純行

政コストは 15,943千円増加しています。全体的に、令和 3年度と比較し数字の動きが

ないので、運営状況はほとんど変わらなかったと考えられます。 

全体会計において、前年と比較し純経常行政コストは70,580千円減少し、純行政コ

ストは 78,072千円減少しています。 

連結会計において、前年と比較し純経常行政コストは 333,506千円増加し、純行政

コストは 339,611千円増加しています。 

  

（単位：千円）

令和2年度 令和3年度 令和4年度

純経常行政コスト 7,226,959 6,743,344 6,762,504

純行政コスト 7,305,015 6,754,203 6,770,146

純経常行政コスト 9,681,441 9,245,265 9,174,685

純行政コスト 9,765,645 9,254,965 9,176,893

純経常行政コスト 11,391,650 10,748,176 11,081,682

純行政コスト 11,475,855 10,757,879 11,097,490

大崎上島町

一般会計等

全体

連結
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③純資産変動の状況 

 

 

 

一般会計等において、前年と比較し本年度差額は 102,340千円増加し、本年度純

資産変動額は 46,126千円増加しています。この主な原因は、一般会計における税収

等の増加によるものです。 

全体会計において、前年と比較し本年度差額は 132,762千円増加し、本年度純資

産変動額は 77,332千円増加しています。 

連結会計において、前年と比較し本年度差額は 461,812千円減少し、本年度純資

産変動額は 451,646千円増加しています。  

（単位：千円）

令和2年度 令和3年度 令和4年度

本年度差額 -806,730 -530,409 -428,069

本年度純資産変動額 -805,655 -483,078 -436,952

純資産残高 21,419,700 20,936,622 20,499,669

本年度差額 -849,909 -539,020 -406,258

本年度純資産変動額 -892,891 -491,689 -414,357

純資産残高 27,129,903 26,638,214 26,223,856

本年度差額 774,496 -209,102 -670,914

本年度純資産変動額 1,637,082 -878,970 -427,324

純資産残高 30,378,481 29,499,511 29,072,187

全体

連結

一般会計等

大崎上島町
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④資金収支の状況

 

 

 

一般会計等において、前年と比較し業務活動収支は 128,173千円増加し、投資活

動収支は 52,239千円増加し、財務活動収支は 130,422千円減少しています。業務活

動収支の主な増加要因は一般会計における税収等収入の増加によるもの、投資活動

収支の主な減少要因は一般会計における基金取崩収入の増加によるもの、財務活動

収支の減少要因は一般会計における地方債等発行収入の減少及び地方債償還支

出の増加によるものです。 

（単位：千円）

令和2年度 令和3年度 令和4年度

業務活動収支 342,708 575,993 704,166

投資活動収支 -444,569 -716,436 -664,197

財務活動収支 148,821 207,895 77,473

業務活動収支 625,126 921,951 1,080,626

投資活動収支 -569,619 -1,038,403 -908,327

財務活動収支 55,568 219,558 6,862

業務活動収支 863,683 843,841 1,143,359

投資活動収支 -3,027,907 -1,851,664 -979,947

財務活動収支 2,538,445 934,276 -12,676

全体

連結

一般会計等

大崎上島町
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全体会計において、前年と比較し業務活動収支は 158,675千円増加し、投資活動

収支は 130,076千円増加し、財務活動収支は 212,696千円減少しています。 

連結会計において、前年と比較し業務活動収支は 299,518千円増加し、投資活動

収支は 871,717千円増加し、財務活動収支は 946,952千円減少しています。 
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5.勘定科目解説 

●貸借対照表 

 

勘定科目 内容説明 

【資産の部】  

固定資産 土地や建物などで 1 年を超えて利用する資産 

有形固定資産 固定資産のうち目に見える資産 

事業用資産 インフラ資産及び物品以外の有形固定資産 

  土地 庁舎、福祉施設、教育施設等の土地 

  立木竹 地面から生えている立木と立竹 

  建物 庁舎、福祉施設、教育施設など 

  工作物 プール、テニスコート、ごみ処理施設など 

  船舶 水上を航行する乗り物 

  浮標等 浮標、浮桟橋、（船舶の修理の）浮きドック 

  航空機 人が乗って空を飛ぶことができる乗り物 

  その他 事業用資産のうち勘定科目に該当がない資産 

  建設仮勘定 建設中の事業用資産に支出した金額 

 インフラ資産 道路、河川、港湾、公園、防災（消防施設を除く）、上下水道施設に限定される 

  土地 インフラ資産とされた施設等の底地 

  建物 インフラ資産とされた施設等の建物 

  工作物 道路、公園、護岸工事、橋りょう、上下水道など 

   その他 上記外のインフラ資産 

  建設仮勘定 建設中のインフラ資産に支出した金額 

 物品 車両、物品、美術品 

無形固定資産 物的な存在形態をもたない資産、地上権、著作権、特許権など 

 ソフトウェア 研究開発費に該当しないソフトウェア製作費 

 その他 ソフトウェアを除く無形固定資産 

投資その他の資産 投資及び出資金、投資損失引当金、長期延滞債権、長期貸付金、基金、徴収不

能引当金など 

投資及び出資金 有価証券、出資金など 

有価証券 株券、公債証券などの債権等 

  出資金 公有財産として管理されている出資等 

  その他 有価証券、出資金を除く投資及び出資金 

投資損失引当金 投資及び出資金の実質価額が著しく低下した場合に計上する引当金 
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勘定科目 内容説明 

長期延滞債権 滞納繰越調定収入未済分（債権としての金額が確定していて、入金となっていな

いもの） 

長期貸付金 貸付金のうち流動資産に区分されるもの以外 

基金 流動資産に区分される基金以外の基金 

減債基金 地方債の償還のための積立金で、流動資産に区分されるもの以外 

  その他 減債基金及び財政調整基金以外の基金 

徴収不能引当金 投資その他の資産のうち、徴収不能実績率などにより算定した引当金 

流動資産 資産のうち、通常 1 年以内に現金化、費用化できるもの 

現金預金 現金（手許現金及び要求払預金）及び現金同等物 

未収金 現年度に調定し現年度に収入未済のもの 

短期貸付金 貸付金のうち、翌年度に償還期限が到来するもの 

基金 財政調整基金及び減債基金のうち流動資産に区分されるもの 

財政調整基金 財政の健全な運営のための積立金 

  減債基金 地方債の償還のための積立金 

棚卸資産 売却を目的として保有している資産 

その他 上記及び徴収不納引当金以外の流動資産 

徴収不能引当金 未収金等のうち回収の見込みがないと見積もった金額 

【負債の部】  

固定負債 支払期限が 1 年を超えて到来する負債 

地方債等 地方債のうち償還予定が 1 年超のもの 

長期未払金 債務負担行為で確定債務とみなされるもの及びその他の確定債務のうち流動負

債に区分されるもの以外のもの 

退職手当引当金 年度末に全職員が自己都合で退職した場合に支払うべき金額から、外部に積み

立てている金額を差し引いた金額 

損失補償等引当金 第三セクター等の債務のうち、将来自治体の負担となる可能性があると見積もっ

た金額 

その他 上記以外の固定負債 

流動負債 支払期限が 1 年以内に到来する金額 

1 年内償還予定地方債等 地方債のうち、翌年度償還を予定しているもの 

未払金 支払義務が確定している金額 

未払費用 支払義務が到来していないが、既に提供された役務に対して未払いの金額 

前受金 代金の納入は受けているが、これに対する義務の履行を行っていない金額 

前受収益 未だ提供していない役務に対して支払いを受けている金額 

賞与等引当金 翌年度支払いが予定されている賞与等のうち、当年度負担分の金額 
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勘定科目 内容説明 

預り金 第三者からの預り金 

その他 上記以外の流動負債 

【純資産の部】  

固定資産等形成分 資産形成のために充当した資源の蓄積、自治体が調達した資源を充当して資産

形成を行った場合で、その資産の残高（減価償却累計額の控除後） 

余剰分（不足分） 自治体の費消可能な資源の蓄積をいい、原則として金銭の形態で保有 
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●行政コスト計算書 

 

勘定科目 内容説明 

経常費用 毎会計年度、経常的に発生する費用 

 業務費用 人件費、物件費等、その他の業務費用 

  人件費 職員給料などの人にかかる費用 

   職員給与費 職員等に対しての勤労の対価や報酬として支払われる費用 

   賞与等引当金繰入額 賞与等引当金の当該年度発生額 

   退職手当引当金繰入額 退職手当引当金の当該年度発生額 

   その他 上記外の人件費 

  物件費等 物件費、維持補償費、減価償却費など 

    物件費 職員旅費、委託料、消耗品費など 

   維持補修費 資産の機能維持のために必要な修繕費等 

   減価償却費 使用や時間の経過に伴う資産の価値減少額 

   その他 上記以外の物件費等 

  その他の業務費用 支払利息、徴収不能引当金繰入額等 

   支払利息 地方債等にかかる利息負担金額 

   徴収不能引当金繰入額 徴収不能引当金の当該年度発生額 

   その他 上記以外の業務費用 

  移転費用 経常的に発生する非対価性の支出 

   補助金等 政策目的による補助金等 

   社会保障給付 社会保障給付としての扶助費等 

   他会計への繰出金 他会計への繰出金 

   その他 上記以外の移転費用 

 経常収益 毎会計年度、経常的に発生する収益 

  使用料及び手数料 使用料、手数料の形で徴収する金銭 

  その他 上記以外の経常収益 

純経常行政コスト 毎会計年度、経常的に発生する行政コスト（経常収益－経常費用） 

 臨時損失 臨時に発生する費用 

  災害復旧事業費 災害復旧にかかる費用 

  資産除売却損 資産を売却して損失が発生した場合の金額 

  投資損失引当金繰入額 投資損失引当金の当該年度発生額 

  損失補償等引当金繰入額 損失補償費引当金の当該年度発生額 

  その他 上記以外の臨時損失 

臨時利益 臨時に発生する利益 



34 

 

勘定科目 内容説明 

 資産売却益 資産を売却した際に、売却額が帳簿価格を上回る金額 

 その他 上記以外の臨時収益 

純行政コスト 純経常行政コスト－臨時損失＋臨時収益 
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●純資産変動計算書 

 

勘定科目 内容説明 

前年度末純資産残高 前年度末の純資産の残高 

 純行政コスト（△） 行政コスト計算書で計算された費用に関する財源措置 

 財源 純資産の財源をどのように調達したかの分類 

  税収等 地方税、地方交付税及び地方譲与税等 

  国県等補助金 国庫支出金及び都道府県支出金等 

 本年度差額 前年度純資産残高－純行政コスト+財源 

 固定資産等の変動（内部変動） 有形固定資産等の増加や減少、貸付金・基金等の増加や減少を

再掲 

  有形固定資産等の増加 有形固定資産及び無形固定資産の形成による保有資産の増加

額または有形固定資産及び無形固定資産の形成のために支出

した金額 

有形固定資産等の減少 有形固定資産及び無形固定資産減価償却費相当額及び除売却

による減少額、または有形固定資産及び無形固定資産の売却収

入（元本分）、除却相当額及び自己金融効果を伴う減価償却相当

額 

  貸付金・基金等の増加 貸付金・基金等の形成による保有資産の増加額または新たな貸

付金・基金等のために支出した金額 

  貸付金・基金等の減少 貸付金の償還及び基金の取崩等による減少額または貸付金の償

還収入及び基金の取崩収入相当額 

 資産評価差額 有価証券等の評価差額 

 無償所管換等 無償で譲渡、または取得した固定資産の評価額 

 その他 上記以外の純資産及びその他内部構成の変動 

 本年度純資産変動額 「本年度差額」「資産評価額」「無償所管換等」「その他」を増減し

た金額 

本年度末純資産残高 「前年度末純資産残高」に「本年度純資産変動額」を増減した金

額 
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●資金収支計算書 

 

勘定科目 内容説明 

【業務活動収支】  

業務支出 自治体の運営上、毎年度経常的に支出されるもの 

  業務費用支出 人件費、物件費、支払利息などの支出 

   人件費支出 議員歳費、職員給料、退職金などの支出 

   物件費等支出 物品購入費、維持修繕費、業務費などの支出 

   支払利息支出 地方債等に係る支払利息の支出 

   その他の支出 上記以外の業務費用支出 

移転費用支出 経常的に発生する非対価性の支出 

   補助金等支出 各種団体への補助金等に係る支出 

   社会保障給付支出 生活保護費などの社会的給付に係る支出 

   他会計への繰出支出 他の会計への繰出に係る支出 

   その他の支出 上記以外の移転支出 

業務収入 行政運営上、毎年度経常的に収入されるもの 

  税収等収入 住民税や固定資産税などの収入 

  国県等補助金収入 国県等からの補助金のうち、業務支出の財源に充当

した収入 

  使用料及び手数料収入 使用料及び手数料の収入 

  その他の収入 上記以外の業務収入 

臨時支出 災害復旧事業費などの支出 

  災害復旧事業費支出 災害復旧事業費に係る支出 

  その他の支出 災害復旧事業費以外の臨時支出 

臨時収入 臨時にあった収入 

業務活動収支 
（「業務収入」－「業務支出」）+（「臨時収入」－「臨時

支出」） 

 【投資活動収支】  

  投資活動支出 投資活動に係る支出 

   公共施設等整備費支出 有形固定資産等形成に係る支出 

   基金積立金支出 基金積立に係る支出 

   投資及び出資金支出 投資及び出資金に係る支出 

   貸付金支出 貸付金に係る支出 

   その他の支出 上記以外の投資活動支出 

  投資活動収入 投資活動に係る収入 
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勘定科目 内容説明 

国県等補助金収入 国県等補助金のうち、投資活動支出の財源に充当し

た収入 

    基金取崩収入 基金取崩による収入 

    貸付金元金回収収入 貸付金に係る元金回収収入 

    資産売却収入 資産売却による収入 

    その他の収入 上記以外の投資活動収入 

投資活動収支 「投資活動収入」－「投資活動支出」 

 【財務活動収支】  

 財務活動支出 地方債償還に係る支出など 

  地方債等償還支出 地方債に係る元本償還の支出 

  その他の支出 地方債償還支出以外の財務活動支出 

 財務活動収入 地方債発行による収入など 

  地方債等発行収入 地方債発行による収入 

  その他の収入 地方債発行収入以外の財務活動収入 

財務活動収支 「財務活動収入」－「財務活動支出」 

本年度資金収支額 「業務活動収支」＋「投資活動収支」＋「財務活動収

支」 

前年度末資金残高 前年度末の資金残高 

本年度末資金残高 「前年度末資金残高」＋「本年度資金収支額」 

 

前年度末歳計外現金残高 前年度の歳計外現金残高 

本年度歳計外現金増減額 本年度の歳計外現金の増減額 

本年度歳計外現金残高 「前年度歳計外現金残高」+「本年度歳計外現金増減

額」 

本年度現預金残高 「本年度資金残高」＋「本年度歳計外現金残高」 

 


